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維持管理費に係る国直轄事業負担金制度の廃止く新旧対照表＞

■Ⅱ一日８

！ 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

● 

事業 負担割合
国 北海道

国道

（道
繕 7／１０ 3／１０ 

河川の維持、修繕
(河川法§６０①）

7／１０ 3／１０ 

都市公園の維持・管理
(都市公園法§12-3）

５．５／１０ ４．５／１０ 

区分 管理者 維持鼎
国負担

罫理費
地方負担

地方が整備した施設 地方 ￣ １０／１０ 

国直轄事菜Iこより蔓豊

傭した施設
国 ７／１０ ３／１０ 

二r卍

本来、管理主体である国が負担すべきものを
地方が負担している。

【国直轄事業の負担割合】（概要）

畷

国直轄事業により整備した施設と地方が整備した施設の維持
管理負担の比較（道路の場合）

Ｕ 

事業 負担割合

国道の維持又は修繕
(道路法§５０①）

河川の維持、修繕
(河川法§６０①）

都市公園の維持・管理
(都市公園法§12-3）

}蝋i二Lili＝

区分 管理者 維持ゼ

国負担
罰理費
地方負担

地方が整備した施
設

地方 ￣ １０／１０ 

国直轄事業により

整備した施設

国 １０／１０ 

［ 

国と地方の役割分担の明確化

可

【国直轄事業の負担割合】

恩

国直轄事業により整備した施設と地方が整備した施設の維持
管理負担の比較（道路の場合）

ザ

法令制度

○地方財政法§１７②により、法令等で定める建設事業等を国が
行う場合には、地方公共団体はその経費の一部を負担すること
とされており、具体的な負担割合は、道路法、河川法など個別
法令により規定されている。

【特区提案】

○道路法（§５０②)、河)Ⅱ法（§６０①)、都市公園法（§１２－３）
の規定に、「特定広域団体については適用しない」旨の条文を追
加する。



維持管理費に係る国直轄事業負担金の内訳

トコ

区分 道路 河川 公園

事業内容 国道の維持、修繕 －級河川の維持、修繕

指定河)１１の維持、修繕

都市公園の維持その他の管理

根拠法 道路法§５０②

道路法施行令§３１Ⅲ

河川法§６０

河川法施行令§４２③、⑤

都市公園法§１２－３

都市公園法施行令§２８

負担割合

区分 国 道

維持

管理

7/1０ 3/1０ 

区分 国 道

維持

管理

7/1０ 3/1０ 

区分 国 道

維持

管理

5.5/1０ ４５/1０ 

負担金（決算額）

年度 道

Ｈ1６ １９１億円

Ｈ1７ １６９ 

Ｈ1８ １８０ 

年度 道

Ｈ1６ ４７億円

Ｈ1７ ４７ 

Ｈ1８ ４７ 

年度 道

Ｈ1６ ０．９億円

Ｈ1７ ０．９ 

Ｈ1８ ０．９ 



■地方財政法（昭和二十三年七月七日法律第百九号）

（地方公共団体の負担金）

第十七条の二国が第十条の＝及び第十条の三に規定する事務を自ら行う場合において、地方

公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公

共団体は、その負担する金額（以下「地方公共団体の負担金」という｡）を国に対して支出す

るものとする。

２国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該

地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知し

なければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があった場合も、同

様とする。

３地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、

総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣￣■■－－￣￣￣■■￣￣￣■■■■■■■■■■￣■■■■￣￣■■￣■■■■￣■■勾一＝￣--■■￣￣■■￣￣￣”￣￣￣￣￣￣￣￣■■－－■■■■￣■■￣￣￣■■￣￣■■￣■■■■■■￣■■'■■￣￣■■￣■■￣■■￣￣■■￣￣

（国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費）

第十条の二地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従って実施

しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費につ

いては、国が、その経費の全部又は－部を負担する。

一道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費

＝林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費

この二地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費

三重要な都市計画事業に要する経費

四公営住宅の建設に要する経費

五児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費

六土地改良及び開拓に要する経費

（国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費）

第十条の三地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、

地方税法又は地方交付税法によってはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なもの

を行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。

一災害救助事業に要する経費

二災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費

三道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費

四林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費

五都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費

六公営住宅の災害復旧に要する経費

七学校の災害復旧に要する経費

八社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費

九土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費

－３－ 



【道路】

○道路法（昭和二十七年六月十日法律第百八十号）

（国道の管理に関する費用）

第五十条国道の新設又は改築に要する費用は、国士交通大臣が当該新設又は改築を行う場合

においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は

改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとす

る。

２国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあっては

国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担し、指定区間外の国道に係る

ものにあっては都道府県の負担とする。ただし、第十三条第二項の規定による指定区間内の国

道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とす
る。

○道路法施行令（昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号）

（国道の管理に関する費用の負担）

第三十一条道の区域内の国道の管理に関する費用（共同溝及び電線共同溝の管理に関する費

用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律（昭和四十一年法律第四十五号）第二条

第三項に規定する交通安全施設等整備事業（同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全

施設等整備事業」という｡）のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く｡）につい

ての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる

費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。

【河川】

○河川法（昭和三十九年七月十日法律第百六十七号）

（－級河川の管理に要する費用の都道府県の負担）

第六十条都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用（指定区間内におけ
る管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く｡）

については、政令で定めるところにより、その二分の一（改良工事のうち政令で定める大規模

な工事（次項において「大規模改良工事」という｡）に要する費用にあってはその十分の三、

その他の改良工事に要する費用にあってはその三分の一、維持及び修繕に要する費用にあって

－４－． 

費用の区分 負担割合

(一） 新設又は改築に要する費用（(二）に掲げる費用を除く｡） 十分の八

(二） 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法（昭和

三十一年法律第七十二号）第四条第一項に規定する道路交通確保五箇

年計画に基づいて実施される除雪（除雪機械の整備を含む｡)、防雪

又は東雪害の防止（流雪溝の整備を含む｡）に係る事業（以下「除雪

事業等」という｡）に要する費用

十分の八・五

(三） 維持、修繕その他の管理に要する費用（(二）に掲げる費用を除く｡） 十分の七



}よその十分の四・五）を負担する。

○河川法施行令（昭和四十年二月十一日政令第十四号）

（河川の管理に要する費用の負担の特例）

第四十＝条道の区域内の特別指定区間外の一級河川について国士交通大臣が行う改良工事の

うち、大規模改良工事に要する費用については､法第六十条第一項の規定にかかわらず､国が、

負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、

同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担する。

２道の区域内の特別指定区間内の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費

用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗

じて得た額を負担する。

３道の区域内の一級河川について国土交通大臣が行う維持及び修繕に要する費用については、

法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担す

る。

５前条第１項の規定により国士交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用

については、法第６２条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に１０分の８．５を乗じて得た額

を負担し、維持及び修繕に要する費用については、法第５９条の規定にかかわらず、国が、負

担基本額に１０分の７を乗じて得た額を負担する。

【都市公園】

○都市公園法（昭和三十一年四月二十日法律第七十九号）

（国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負

担）

第十二条の三国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管

理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、

その一部を負担する。

第十二条の四前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都

道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度におい

て、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。

２前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府

県の議会の議決を経て定めなければならない。

○都市公園法施行令（昭和三十一年九月十一日政令第二百九十号）

（国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担）

第二十八条都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は､各年度ごとに、

都市公園の新設に要する費用にあっては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の

規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条の規定により徴収される使用料で当

該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に三分の－を、都市公園の改築

に要する費用にあっては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二の規定による負担金

で当該改築に係るものの額を控除した額に三分の一を、都市公園の災害の復旧に要する費用に

あっては当該費用の額に三分の一を、都市公園の維持その他の管理（災害の復旧を除く。以下

この条において同じ｡）に要する費用にあっては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条

第二項の規定による負担金で当該維持その他の管理に係るものの額及び第二十条の規定により

徴収される使用料（当該都市公園が設置された年度にあっては、設置されるまでの間に係るも

のを除く｡）の額を控除した額に十分の四・五を、それぞれ乗じて得た額とする。

-５－ 
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道道管理権限の町村への移譲く新旧対照表＞

１ 
コ

Ｉ 

； 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

区分 国道※ 道道

指定市 可（法§１７①）
道との協議不要

可（法§１７①）
道との協議不要

指定市以外

の市
可（法§１７②）
道との協議要

可（法§１７②）
道との協議要

町村 不可

歩道の新設等につい
ては道との協議の上

で可

不可

歩道の新設等につい
ては道との協議の上

で可

管理者の管理状態によって道路状況の大きく異なる

可能性がある。特に、冬期間の除・排雪については効
率性の確保の面などから統一的な管理が必要。

【道路管理の特例】

０ 

※道路法§１２ただし書及び§１３①の規定により都道府県が
行うこととされているもの（北海道には該当なし）

区分 国道※ 道道

指定市 可（法§１７①）
道との協議不要

可（法§１７①）
道との協議不要

指定市以外

の市

可（法§１７②）
道との協議要

可（法§１７②）
道との協議要

町村 可道との協議要 可道との協議要

基幹道路である道道と生活道路を町村が統一的に管理

することができるようになり、行政の効率的執行やサー
ビスの向上が図られる゜

【道路管理の特例】

● ｡ 6 

※道路法§１２ただし書及び§１３①の規定により都道府県が行う
こととされているもの（北海道には該当なし）

法令制度

○道路法§１７②

･指定市以外の市は道と協騨の上、同意を得ることにより道
道の管理を行うことができるが､町村については規定がない。
(現実的に町村は対応が不可能）

【特区提案】

○道路法§17②

･基幹道路である道道と生活道路である町村道を町村においても一体
的に管理することができるように、道路法§１７②に「北海道にお
いては指定市以外の市町村とする」旨の条文を追加する。



■道路法（昭和二十七年六月十日法律第百八十号）

（管理の特例）

第十七条指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定

により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理
は､第十二条ただし書､第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず､当該指定市が行う。

２指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、
都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書
及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区
域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

３指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生
活環境の確保を図るため､当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設､改築、
維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築の
うち、歩道の新設､改築､維持又は修繕その他の政令で定めるものであって第十二条ただし書、
第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこ
ととされているもの（前二項の規定により指定市又は指定市以外の市が行うこととされている
ものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という｡）を都道府県に代わって行
うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十
五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を
得て、これを行うことができる。

４指定市以外の市町村は、前二項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は
修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又
は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければなら
ない。

５第一項から第三項までの場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替
えは、政令で定める。

￣■■￣￣－－￣￣￣￣￣■■￣■■￣￣■■￣￣■■￣￣￣￣■■￣■■■■■■■■■■■■■■■■￣￣■■￣￣￣￣￣￣■■－－■■-－－－－－￣￣￣'■■￣￣----■■￣￣￣￣￣￣￣￣■■－－￣￣￣￣=＝＝と一■＝￣■■■■－－－－■■￣

（国道の新設又は改築）

第十二条国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるもの
その他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認め
られるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

（国道の維持、修繕その他の管理）

第十三条前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下｢災
害復旧」という｡）その他の管理は、政令で指定する区間（以下「指定区間」という｡）内に
ついては国士交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の
区域内に存する部分について行う。
２～６（略）

（都道府県道の管理）

第十五条都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

（道路の附属物の新設又は改築）
第八十五条国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の
新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
２都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は
市町村道の道路管理者が行う。

３道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設
又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する
者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。

－８－ 



福祉運送サービスに係る規制緩和く新旧対照表＞

【｡

； 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

【分

登録
(法§７９）

合意
(法§７９－４
①Ｖ） 
運送主体
(法§７８
Ⅱ） 

運送区域
(施行規則
§51-4） 

旅客の範囲
(施行規則
§４９１Ⅱ） 

対価の基準
(施行規則
法§51-15
|Ⅱ） 

大
5 容

国土交通大臣の行う登録を受けなければならない

登録の申請に当たっては、地域の関係者（運営協議
会）により、福祉有償運送が必要であると合意がな
されていることが必要

NPO法人、省令で定める者（公益法人、農協、生
協、医療法人､社会福祉法人､商工会議所､商工会）

運営協議会の協議が調った市町村を単位とする区
域。旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域内
にあること

次に掲げる者で会員登録を受けている人及びその付
添人
･身体障害者
･要介護認定者、要支援認定者
･その他肢体不自由、内部障害、
害その他の障害を有する者

知的障害、精神陣

･実費の範囲内

･営利を目的としているとは認められない妥当な範
囲で運営協議会において協議が調っていること

↓ 
当該地域におけるタクシー運賃の概ね1/2以内

運転者の要
件（施行規
則51-16）

● 2種。１種は大臣認定講習の終了者。
･セダン等はさらに介護福祉等の要件が必要

【福祉有償運送】

○ 

へ‐

福祉有償運送の要件

道路運送法§７８Ⅱ

Ｚ分 勾容

登録
(法§７１）

同左

合意

(法§７Ｍ
①Ｖ） 
運送主体
(法§７８
Ⅱ） 

同左

運送区域
(施行規則
§51-4） 

北海道においては、福祉有償運送に限り、発地又は着
I函あてて冒唇;｢て…褒丙T三35葛Ｅ~IEU5窺歪看雪置再~厄
ない。､旨,身体障害者等を対象とする会員制であり、旅
客の範囲はかなり限定的なことから、旅客のニーズに
沿った運行ができるようにするもの。

旅客の範囲
(施行規則
§４９Ⅱl） 

同左

対価の基準
(施行規則
法§51-15

IⅡ） 

同左

運転者の要
件（施行規
則51-16）

同左

【福祉有償運送】

○ 

へ‐ 道路運送法§７８Ⅱ

福荊}右倦撞撰の専件

法令制度
○道路運送法施行規則により、運送区域が限定されている。

【特区提案】
○運送区域に関し、道路運送法施行規則§５１－４に「北海道においては、同
法施行規則§４９③で規定する福祉有償運送に限り、同法施行規則§５Ｍ
の規定を適用しない」旨の条文を追加する。



■道路運送法（昭和二十六年六月一日法律第百八十三号）

（有償運送）

第七十八条自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ｡）は、次に掲げる場

合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

－災害のため緊急を要するとき。

二市町村（特別区を含む。以下この号において同じ｡)、特定非営利活動促進法（平成十

年法律第七号）第二条第＝項に規定する特定非営利活動法人その他国±交通省令で定める，

者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅

客の運送（以下「自家用有償旅客運送」という｡）を行うとき。

三公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国士交通大臣の許可を受けて地

域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

（登録）

第七十九条自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなけれ

ばならない。

（登録の申請）

第七十九条の二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国士

交通大臣に提出しなければならない。

－氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二行おうとする自家用有償旅客運送の種別（国士交通省令で定める自家用有償旅客運送の

別をいう。次号において同じ｡）

三路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運

送の用に供する自家用自動車（以下「自家用有償旅客運送自動車」という｡）の数その他の

自家用有償旅客運送の種別ごとに国士交通省令で定める事項

四運送しようとする旅客の範囲

２前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で

定める事項を記載した書類を添付しなければならない

（登録の拒否）

第七十九条の四国士交通大臣は、第七十九条のこの規定による登録の申請が次の各号のいず

れかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

－申請者が一年以上の懲役又は禁銅の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から二年を経過していない者であるとき。

二申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過

していない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた

法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員

として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む｡）であるとき。

三申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又

は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者である

とき。

四申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であ

るとき。

五申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団

体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国士交通省令で定める関

係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な

旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき。

六申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者

の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利
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便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を識ずると認められないとき。

２国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理

由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

（旅客から収受する対価の掲示等）

第七十九条の八自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定

め､､国士交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲

示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とす

る。

２前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従って定め

られたものでなければならない。

（業務の停止及び登録の取消し）

第七十九条の十二国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録

を取り消すことができる。

－この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した

条件に違反したとき。

二不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録又

は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三第七十九条の四第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の規定に該当することとなっ

たとき。

四第七十九条の四第一項第五号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意

により解除されたとき。

２第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

■道路運送法施行規則（昭和二十六年八月十八日運輸省令第七十五号）

（法第七十八条第二号の者）

第四十八条法第七十八条第二号の国士交通省令で定める者は、次のとおりとする。

－民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定により設立された法人

二農業協同組合

三消費生活協同組合

四医療法人

五社会福祉法人

六商工会議所

七商工会

（自家用有償旅客運送）

第四十九条法第七十八条第＝号の国士交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとす

る。

一市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の運送（以下「市町

村運営有償運送」という｡）

＝特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動

法人又は前条各号に掲げる者（以下「特定非営利活動法人等」という｡）が過疎地域自立促

進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域その他これに

類する地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活

に必要な用務を反復継続して行う者であって第五十一条の二十五の名簿に記載されている者
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及びその同伴者の運送（以下「過疎地有償運送」という｡）

特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者の

うち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーそ

の他の公共交通機関を利用することが困難な者であって第五十一条の二十五の名簿に記載さ

れている者及びその付添人の運送（以下「福祉有償運送」という｡）

イ身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

ロ介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者

ハ介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者

二その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

（有償運送の許可申請）

第五十条法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようと

する者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二運送需要者

三運送しようとする人の数又は物の種類及び数量

四運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域

五有償運送を必要とする理由

（自家用有償旅客運送の種別）

第五十一条法第七十九条の二第一項第二号の国士交通省令で定める自家用有償旅客運送の別

は、次のとおりとする。

一市町村運営有償運送

二過疎地有償運送

三福祉有償運送

（申請書の記載事項）

第五十一条の二法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおり

とする。

一路線又は運送の区域（過疎地有償運送及び福祉有償運送にあっては、運送の区域）

二事務所の名称及び位置

三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数

（運送の区域）

第五十一条の四法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議、協議会

又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区

域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町

村を単位とする区域とする。

２自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運

送（路線を定めて行うものを除く｡）をしてはならない。

（法第七十九条の四第一項第五号の合意していないとき）

第五十一条の七法第七十九条の四第一項第五号の合意していないときとは、市町村運営有償

運送にあっては法第七十九条のこの規定による登録の申請に係る当該運送について地域公共交

通会議又は協議会において、過疎地有償運送及び福祉有償運送にあっては同条の規定による登

録の申請に係る当該運送について運営協議会（地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するた

めに必要な過疎地有償運送及び福祉有償運送に関する協議を行うために－又は複数の市町村長

又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ｡）において協議が調っていないときと

する。
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（運営協議会の構成員等）

第五十一条の八運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。

一運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長

二・一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

三住民又は旅客

四地方運輸局長

五一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

六運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地

有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等一

２運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各

号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必要と

認められる者を構成員として加えることができる。

３運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第七十九条の＝の規定による登録

の申請に係る過疎地有償運送又は福祉有償運送について運営協議会において協議を行う場合に

は、当該申請者の意見を聴取するものとする。

（旅客から収受する対価の掲示等）

第五十一条の十四市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対

価を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更すると

きも同様とする。

２過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価

を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。こ

れを変更するときも同様とする。

（旅客から収受する対価の基準）

第五十一条の十五法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりと

する。

一旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められるこ

と。

二合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること。

三過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自

動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的として

いるとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っているこ

と。

（自家用有償旅客運送自動車の運転者）

第五十一条の十六自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、道

路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は

同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止さ

れていない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅

客運送自動車の運転をさせてはならない。

一国士交通大臣が認定する講習を修了していること。

二前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

２自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者（自動車

損害賠償保障法施行令（昭和三十年政令第二百八十六号）第五条第二号、第三号又は第四号に

掲げる障害を受けた者をいう｡）が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保さ

れていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和

三十一年運輸省令第四十四号）第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。

３自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合に

Ｉ 
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あっては､第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、

又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。

－社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第四十二条第一項の介護福

祉士の登録を受けていること。

二国士交通大臣が認定する講習を修了していること。

三前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

４第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施

する講習について行う。

－講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関す

る計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術

的能力があること。

５第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項

を記載した書類を添付して国士交通大臣に提出しなければならない。

６第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所

の所在地並びに講習の名称は、告示する。

（旅客の名簿）

第五十一条の二十五過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、その

運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを

事務所に備えて置かなければならない。

一氏名

二住所

三福祉有償運送にあっては、運送を必要とする理由

四その他必要な事項
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コミュニティハウスの制度創設く新旧対照表＞

￣ 

[、

！ 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

区分 内容

社会福祉事業
(社会福祉法§

2） 

Ｏ第１種社会福祉事業
.主として入所施設サービス（§２

②に限定列挙）
･経営主体は、原則、国。地方公共
団体及び社会福祉法人

Ｏ第２種社会福祉事業
.主として在宅サー筐ス（§２③に
限定列挙）～コミュニティハウス
は位置付けられていない

｡経営主体の制限はなし

地域福祉
(社会福祉法第
１０章）

Ｏ地域福祉計画
Ｏ社会福祉協識会
Ｏ共同募金

【コミュニティハウスの構築】

Ｏ少子高齢化の進展や地域の連帯感の希薄化などにより、既存の
公的な福祉サービスだけでは対応できない多様な生活諜題が出現

Ｏこうした地域の生活課題に対応し、地域住民が主体となった、
地域における「新たな支え合い」（共助）の場の構築が求められ
ている。

区分 内容

社会福祉事業
(社会福祉法§

2） 

Ｏ第１種社会福祉事業
.主として入所施設サービス（§２

②に限定列挙）
･経営主体は、原則、国・地方公共
団体及び社会福祉法人

Ｏ第２種社会福祉事業
.主として在宅サービス（§２③に
限定列挙）～コミュニティハウス
を位置づける
･経営主体の制限なし

地域福祉
(社会福祉法第
10章）

Ｏ地域福祉計画
Ｏ社会福祉協議会
Ｏ共同募金
Ｏコミュニティハウス

【コミュニティハウスの構築】

０ 

Ｏ地域住民が主体となり、多様な生活課題に幅広く対応する場であ
るコミュニティハウスを法に位置づけ、地域福祉を推進するととも
に、支援を必要とする人自らの内にある生きる力を弓|き出す場、次
世代を育成する場、住民が自己実現をする場としていく。

法令制度
Ｏ社会福祉法§２により、社会福祉事業は、生活保護法、児童福
祉法、老人福祉法などの個別法に基づく事業が列挙されている。

Ｏ地域福祉の推進については、社会福祉法第１０章において、地
域福祉計画、社会福祉協議会及び共同募金が位置づけられている
だけで、極めて限定的な内容となっている。

【特区提案】
Ｏ多様な生活課題に幅広く対応できるよう、第２種社会福祉事業
にコミュニティハウスを追加する（法§２③）とともに、同法第１ｏ
章にコミュニティハウスを規定する。
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【Ｑ１】「コミュニティハウス」とはどのような事業ですか

Ａ「コミュニティハウス」は地域におけるあらゆる生活上の課題に対し

て、その課題を抱える本人と地域の人々がともに解決の手立てを講じる

ための「地域拠点」であり、誰でもが何時でも集える「場」として、様

々な相談等に応じる常駐の「コーディネーター」を有する事業です。

【Ｑ２】「コミュニティハウス」は、どのような点で新しい福祉のか

たちと言えるのですか。

Ａ従来の対象者を限定した縦割りの福祉では制度に乗れない人が出るこ

と、建物の面積や人の配置など国の決めた物理的基準に人間の方が合わ

せざるを信ず、制度はあるのだが不自由で使いにくい、さらには、福祉

サービスを供給する側と受ける側が二分される構図になっているが、支

援の必要な人も、別の局面では、他の人の役に立つ、自分にも役割があ

るということが自覚できる、すなわち自立に役立つという発想もこれか

らは必要といった課題が指摘されています。

「コミュニティハウス」はこうした課題に対応すべく、考え方を根本

から変えて、福祉のユニバーサル化（対象者を限定せず、必要な人が誰

でも利用できる）と、循環型地域福祉システム（利用する人が一方的に

助けられるだけでなく、活躍できる）の二つをコンセプトとして、釧路

のＮＰＯ関係者等が実験的に施設を開設しながら制度設計したものです。

この制度設計では、コミュニティハウスは、

①対象者を限定した縦割りの事業とするのではなく、あらゆる生活課題

に対応する地域拠点とする

②施設設置について国が固定的・限定的な物理的基準を示すのではなく、

地域に任せ、地域や利用者がみずから評価するガイドライン方式とす

る

⑧サービスを与え、それが消費されるという福祉ではなく、地域でとも

に支え合い、新しい価値を作り出していく福祉とする

の３つを新しいコンセプトとしています。
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【ＱＳ】「コミュニティハウス」が社会福祉法に位置づけられると、
どのようなメリットがあるのでしょうか。

Ａ北海道の福祉の現場の努力により開発されてきた新しい福祉のか$たち

を社会福祉法の中に位置づけ、認知することで、「コミュニティハウス」

を新しい福祉のかたちとして広く道内に琶及させようと考えています。

また、社会福祉法に位置づけられることにより、社会福祉法人が「コ

ミュニティハウス」の事業を行った場合に税法上のメリットを得られる

ことなどが考えられます。
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